
変更届出書の記入例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（補足説明） 

※１ 変更する内容について、変更前と変更後を対照させて記入し、変更後の図面を添付し

てください。また、変更届出時に、発行済みの地区計画適合確認書をお持ちください。 

なお、届出内容を大幅に変更する場合は、再度、地区計画の区域内における行為の届

出をしてください。 

※２ 変更に係る行為に着手する日の 30 日前までに届出が必要です。（都市計画法第 58 条の

第 2 項） 
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